
【重要】
基本情報シートNo.27～30（都道府県に指定申請する種別について）の入力
内容は、 評価受審後に都道府県へ提出する「特定労務管理対象機関の指定申
請」の内容と一致している必要があります。 内容が一致していない場合、法令に定
める指定の要件を満たさず、 申請した水準及び業務の内容（B水準については救
急医療等）の指定が受けられなくなる可能性があります。 その場合、改めて評価セ
ンターの評価を受審する必要が生じる可能性がありますので、 都道府県へ申請を予
定している水準及び業務の内容（B水準については救急医療等） と同じ項目に
チェックが入っているか必ずご確認ください。


